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令和２年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会（書面会議）の資料の送付について 

 

日頃より八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会の運営にご理解ご協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

標記会議につきまして、書面開催といたしましたので下記のとおり会議資料を送付いたしま

す。別添の「意見書」の提出をもって出席といたしますので、郵送、FAX、電子メールにて、

2 月 22 日（月）までに下記担当へご提出ください。 

 

記 

 

１ 会議内容 

＜議 題＞ 「第２回地域福祉専門分科会 補足資料」「資料１」をもとに御審議願います。 

（１） 重層的支援体制整備事業への移行について 

 

＜報 告＞「資料２」「資料３」「資料４」にて御報告いたします。 

（１）「令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市包括的な地域福祉ネットワーク会議」 

の報告について 

（２）第 3 期八王子市地域福祉計画 計画期間中間年における意識調査の結果について 

（３）令和２年度（2020 年度）第 1 回地域福祉専門分科会に対するご意見等への回答について 

 

２ 送付資料 

 ・八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 委員名簿 

 ・第 2 回地域福祉専門分科会 補足資料 

・【資料 1】重層的支援体制整備事業への移行について 

・【資料 2】令和 2 年度第 2 回八王子市包括的な地域福祉ネットワーク会議の報告について 

・【資料 3】第３期八王子市地域福祉計画 計画期間中間年における意識調査の結果について 

・【資料 4】令和２年度（2020 年度）第１回地域福祉専門分科会に対するご意見等への回答 

・令和元年度（2019 年度）実績報告書修正箇所一覧 

・実績報告書修正版 

・令和 2 年度（2020 年度）第 1 回八王子市包括的な地域福祉ネットワーク会議議事録 

・意見書 

 ＜八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会事務局＞ 

八王子市福祉部福祉政策課 担当 深澤・星野・増田 

電 話 042-620-7240 FAX 042-623-6120 

メール b440100@city.hachioji.tokyo.jp 



（任期：平成30年（2018年）4月～令和3年（2021年）3月）

令和2年(2020年）8月1日現在

氏名 ふりがな 所属

黒岩　亮子 くろいわ　りょうこ 学校法人　日本女子大学

小室　崇司 こむろ　たかし 八王子市町会自治会連合会

篠原　由紀子 しのはら　ゆきこ 市民委員

添田　繁實 そえだ　しげみ 市民委員

〇　田中　利男 たなか　としお 八王子市民生委員児童委員協議会

堤　直樹 つつみ　なおき 特定非営利活動法人　八王子市民活動協議会

豊田　聡 とよだ　さとる 社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会

山下　晋矢 やました　しんや 一般社団法人　八王子市医師会

◎　和田　清美 わだ　きよみ 公立大学法人　首都大学東京

◎会長、○副会長

＜市職員＞

氏名 ふりがな 所属

石黒 みどり いしぐろ　みどり 福祉部長

山崎 寿子 やまざき　ひさこ 生活福祉担当部長

平井　智也 ひらい　ともや 福祉政策課長

立川　寛之 たちかわ　ひろゆき 高齢者いきいき課長

滝口　敦 たきぐち　あつし 高齢者福祉課長

遠藤　徹也 えんどう　てつや 障害者福祉課長

一杉　昇子 ひとすぎ　しょうこ 生活自立支援課長

米村　勇 よねむら　いさむ 生活福祉総務課長

武井 博英 たけい　ひろひで 健康政策課長

井上　茂 いのうえ　しげる 地域医療政策課長

澤田　正一 さわだ　しょういち 子どものしあわせ課長

青柳　志良 あおやぎ　しろう 協働推進課長

第２期　八王子市社会福祉審議会　地域福祉専門分科会

委員名簿



令和 2 年度（2020 年度）第２回地域福祉専門分科会（書面開催） 

審議事項及び報告内容についての補足 

 

１．議 題  

（１）重層的支援体制整備事業への移行について  資料１ 

◆概要 

・令和３年４月より市は重層的支援体制整備事業を実施する。 

・令和２年６月に社会福祉法が改正され、市町村における包括的な支援体制の構築の積極的な実

施が規定された。 

・これは、これまで議論が進められた「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関する考え

方の延⾧線上にあるもの。 

・社会福祉法第１０６条の４「重層的支援体制整備事業」が新設され、令和３年４月より自治体

で実施することができることとなり、現時点では市町村の任意事業であるものの、本市ではこ

の事業に積極的に取り組んでいく。 

・事業主体は市町村となるが、本市では実施にあたって八王子市社会福祉協議会へ委託を行い実

施する。これは、これまで地域共生社会実現に向けた国のモデル事業（本市では「地域福祉推

進拠点及びＣＳＷの配置」）による“断らない相談窓口の設置”を活用・発展させた事業として整

備することによる。 

・重層的支援体制整備事業は資料の１～２ページの６つの事業の実施によって成り立っている。

（このうち第６号の「支援プランの作成」については、第５号の「多機関協働事業」の中で実

施することとなるので実質５つの事業。） 

・各事業の説明は資料の３～９ページとなり、既存の事業はそのまま実施し、新たな事業につい

ては、社会福祉協議会への委託により実施することとなる。ただし、７ページの「アウトリー

チ等を通じた継続的支援事業」や、８ページの「参加支援事業」については、本市としてはこ

れまでも地域福祉推進拠点のＣＳＷが実施してきた業務のため、全くの新規事業は、５ページ

の「多機関協働事業」となる。 

・「多機関協働事業」は各相談・支援機関で受け付けた相談が、１つの機関では対応しきれないよ

うな“複雑化・複合化”した課題を抱えていることで、課題の解きほぐしが求められる際に実施

する。 

・各支援機関は複雑化・複合化した相談を受け付けた際には、相談者からの同意を得た後に、社

会福祉協議会へ多機関協働事業への依頼を行う。社会福祉協議会は必要に応じて関係所管を集

めた重層的支援会議を開催し、各々の課題分担や支援の方向性を整理し、支援プランの作成を

行う。 

・市では新規に追加される事業である「多機関協働事業」「アウトリーチ等を通じた継続的支援事

業」「参加支援事業」を行うための職員として既存のＣＳＷ以外に新規に８名の人員配置を予定



し、業務を実施する。 

・重層的支援体制整備事業は、これまで各所管で対応してきた事務を変更させるものではなく、

各所管間で縦割りの弊害が起きていた部分について、包括的な支援体制が連携できるツールで

あり、この制度を活用して、より市民のニーズに添った仕組みの構築を目指す。 

・また、地域福祉推進拠点は今後重層的支援体制整備事業の核となり、市民への認知度も重要と

なっていくことから、新年度に愛称募集を予定しており、より一層地域に密着した支援の展開

を進める。 

 

◆審議内容 

・制度の内容についてご確認いただき、本市の仕組みづくり等についてご意見をお願いいたしま

す。 

 

 

 

２．報 告 

（１）「令和２年度（2020 年度）第２回八王子市包括的な地域福祉ネットワーク会議」の報告に

ついて 

資料２ 

◆概要 

・令和 2 年 12 月 18 日（金）に本年度２回目となる「八王子市包括的な地域福祉ネットワーク会

議」を開催した。 

・今回の議題では、会議の中に部会の設置を行えるよう要綱を改正すること、また「重層的支援

体制整備事業」の制度についての説明を行った。 

・会議は各専門的な相談・支援機関により構成されることから、現在非公式な位置づけで開催し

ている「ひきこもりに関する情報交換会」を、会議の中の部会に位置付けられるように部会設

置が可能となるように改正を行っている。 

・この「ひきこもりに関する情報交換会」は、ひきこもり家族会、生活自立支援課、高齢者あん

しん相談センター、社会福祉協議会、保健所（健康対策課）をメンバーとして概ね月に１回程

度開催してきている。今後ひきこもり施策は重要となってくることから、市の組織としての位

置づけを行い、情報交換を行っていく。 

・また重層的支援体制整備事業については、各相談・支援機関に説明を行い、周知を進めた。 

・今後は重層的支援体制整備事業の中で組織される「重層的支援会議」と、「包括的な地域福祉ネ

ットワーク会議」の棲み分けが必要となり、個別の支援ケースの支援策の会議体としては「重

層的支援会議」に、また個別の会議ごとの情報共有の場などとして「包括的な地域福祉ネット

ワーク会議」を位置付けることとなる。 

◆ご意見・ご質問 

・報告内容についてご意見等をお願いいたします。 



（２）第３期八王子市地域福祉計画 計画期間中間年における意識調査の結果について 資料３ 

◆議題の概要 

・第 3 期八王子市地域福祉計画において、計画の達成度を見る指標として各テーマに目標を掲げ

ているが、計画期間の中間年である令和 2 年度（2020 年度）と 5 年目である令和 4 年度（2022

年度）に意識調査を実施し、成果把握を行うこととしている。 

・今年度第１回目の地域福祉専門分科会で御議論をいただいたアンケート調査について、市内在

住の１８歳以上の男女を対象として、３，０００人を無作為抽出して１２月１日より実施した。

調査項目や対象者等は第３期八王子市地域福祉計画の指標との比較となることから、平成２８

年に実施した内容とし、新型コロナウイルス感染症に関する質問を追加している。 

・有効回答数は 1202 件で、回答率は 40％であった。 

・現時点ではすべての項目について集計が済んでおらず、細かな分析等はこれからになるが、第

３期八王子市地域福祉計画で用いた指標との比較のみ抽出すると資料３のとおりとなった。 

・結果については、新型コロナウイルス感染症の影響もあるものと考えられるが、集計を進め、

今後の施策を行う上での参考としていく。 

 

 

◆ご意見・ご質問 

・報告内容についてご意見等をお願いいたします。 

 

 

（３）令和 2 年度（2020 年度）第１回地域福祉専門分科会に対するご意見等への回答について 

資料 4 

 

◆議題の概要 

・令和２年（2020 年）８月１３日（木）に開催した、令和 2 年度（2020 年度）第１回地域福祉専

門分科会（書面会議）に対していただいたご意見に対する回答を作成。 

 

◆ご意見・ご質問 

・報告内容についてご意見等をお願いいたします。 

 



令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

資料１ 

 

１ 



令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

資料１ 

 

２ 



令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

資料１ 

 

３ 



令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

資料１ 

 

４ 



令和 2 年度（2020 年度）第 2 回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

資料１ 

 


